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三条市農業委員会総会議事録 

 

日  時  令和元年１２月２６日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

     議第  １号 農用地利用集積計画の承認について 

     議第  ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

     議第  ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

     議第  ４号 事業計画変更申請について 

     議第  ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

     議第  ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

 

報告事項 

     報第  １号 第２調査部会の調査結果報告について 

     報第  ２号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について 

     報第  ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について 

     報第  ４号 農地潰廃通報について 

     報第  ５号 作付変更届について 

     報第  ６号 農地法第３条の３第１項の届出について 

 

農業委員出席委員 １８名 

       １番 野 﨑 文 夫 委員   ２番 阿 部 眞佐雄 委員 

       ３番 小 川 弘 樹 委員   ４番 渡 邊 勝 夫 委員 

       ５番 田 邉 敦 子 委員   ６番 三 師 満 夫 委員 

       ７番 五十嵐 秀 一 委員   ８番 小 林 茂 宏 委員 

       ９番 坂 井 浩 行 委員  １０番 原 田  勝 委員 

      １１番 渡 邉 一 英 委員  １３番 清 野 秀 作 委員 

      １４番 佐 藤 秀 樹 委員  １５番 佐 藤 一 富 委員 

      １６番 藤 田 吉 則 委員  １７番 熊 倉  睦 委員 

      １８番 田 邉  稔 委員  １９番 佐 藤 裕 雄 委員 

 

農業委員欠席委員 １名 

  １２番 廣 川 哲 也 委員 
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推進委員出席委員 １７名 

   飯 塚 栄三千 委員        稲 田  守 委員 

   井 上 利 弥 委員        内 山  清 委員 

   内 山 敏 雄 委員        大 桃 伸 之 委員 

   刈 屋 一 夫 委員        蒲 澤 利 嗣 委員 

   蒲 澤  正 委員        北 澤 正 之 委員 

   桒 原 一 郎 委員        捧   幸 伸 委員 

   長谷川 淨 二 委員        原 田 孝 一 委員 

   𠮷 田 精 一 委員        吉 田  昇 委員 

   渡 邉  正 委員 

 

推進委員欠席委員  １名 

   松 岡 博 一 委員 

 

職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   清 水  学 

経営基盤係係長   早 川  実 

経営基盤係主任   長谷川 義 隆 

臨 時 職 員   渡 辺 真 那 

 

午前９時３０分 開会及び開議 

議長（野﨑会長） 

  それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。 

  （挨拶 略） 

  これより会議に入ります。 

  最初に出席状況をお知らせいたします。農業委員定員１９名のところ、現在員１９名、 

 出席１８名、欠席１名で会議は成立いたします。 

  なお、議事録の署名委員につきましては定めにより私から指名をいたします。 

  ３番、小川弘樹委員、１７番、熊倉睦委員を指名いたしますので、よろしくお願い申 

 し上げます。 

 

議長（野﨑会長） 

  議事に入る前に皆さんにお諮りをしたいと思います。 

  私を含め、議第１号及び議第２号に議事参与の制限に該当する方が、いらっしゃいます 

 が、三条市農業委員会会議規則第１４条ただし書きに基づき、皆様のご同意をいただいて、 

 議事を進めてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、ご同意をいただきましたので、そのように進めさせていただきます。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、さっそく議事に入ります。議第１号『農用地利用集積計画の承認について』 

 を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  議第１号説明の前に、大変恐縮ですが、議案訂正のお願いと、併せてお詫びを申し上げ 

 ます。 

  お手元に配布させていただきました「議第１号 正誤表」を、併せてご覧願います。 

  ５６ページをお願いします。 

  ５３５番でありますが、「利用権の設定（移転）をする者」の住所を「◯◯◯◯」と表

示しておりました。正しくは、「◯◯◯◯」でございますので、訂正をお願いします。 

  大変、申し訳ありませんでした。 

  それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。 

  最初に、所有権移転に係る案件につきまして、ご説明いたします。 

  １ページをご覧願います。今月の申請は、５件で、合計面積１万９，５６４㎡でありま 

 す。 

  なお、いずれも、先ほど開催されました、農地銀行運営委員会で、あっせん委員より 

 報告をいただいた案件であります。 

  ３６４番は、尾崎地内の農地２筆・２，５４４㎡を、あっせんによる売買により取得し 

 たいものであります。価格は、１０ａ当たり◯◯○万円であります。 

  ３６５番は、尾崎地内の農地２筆・４，０７５㎡を、あっせんによる売買により取得し 

 たいものであります。価格は、１０ａ当たり◯◯○万円であります。 

  ３６６番は、尾崎地内の農地１筆・２，０４９㎡を、あっせんによる売買により取得し 

 たいものであります。価格は、１０ａ当たり◯◯○万円であります。 

  ３６７番は、代官島地内の農地６筆・６，１６６㎡を、あっせんによる売買により取得 

 したいものであります。価格は、１０ａ当たり約◯◯◯円であります。 

  ３６８番は、九之曽根地内の農地２筆・４，７３０㎡を、あっせんによる売買により取 

 得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約◯◯○円であります。 

  続きまして、利用権設定に係る案件につきまして、ご説明いたします。 
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  ７０ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定６２件・面積３６万２，１７１． 

 ６６㎡、再設定１３９件・面積９２万９，２６４．９４㎡、合計では、２０１件・面積１ 

 ２９万１，４３６．６０㎡であります。 

  それでは、戻りまして、２ページの３６９番から順にご説明いたします。 

  なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間、及び１０ａ当たり賃借料に 

 つきましては、記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  ３６９番から１２ページの４０１番までの３３件は、相対で、それぞれ新規に、利用権 

 設定をするものであります。 

  ３６９番は、棚鱗地内の農地２筆・６，１５２㎡、 

  ３７０番は、石上三丁目地内の農地４筆・３，１７５㎡、 

  ３７１番は、石上三丁目地内の農地３筆・２，５５１㎡、 

  ３７２番は、鬼木地内の農地１筆・６０８㎡、 

  ３７３番は、矢田地内の農地２筆・４，５６６㎡、 

  ３７４番は、矢田地内の農地１筆・２，６７０㎡、 

  ３７５番は、矢田地内の農地１筆・１，８１４㎡、 

  ３７６番は、上大浦地内の農地２筆・１，８６０㎡、 

  ４ページをお願いします。 

  ３７７番は、棚鱗地内の農地２筆・８，２２３㎡、 

  ３７８番は、棚鱗地内の農地３筆・１万６，５９８㎡、 

  ３７９番は、長嶺地内外の農地計１１筆・１，１００㎡、 

  ３８０番は、上保内地内の農地６筆・２，５１２㎡、 

  ３８１番は、東大崎一丁目地内の農地８筆・９，２４１㎡、 

  ３８２番は、東大崎一丁目地内の農地３筆・４，１０４㎡、 

  ６ページお願いします。 

  ３８３番は、長嶺地内の農地６筆・４，０５８㎡、 

  ３８４番は、長嶺地内の農地１１筆・１，７２６．０５㎡、 

  ３８５番は、長嶺地内の農地２筆・３，６１６㎡、 

  ３８６番は、長嶺地内の農地３筆・２，９８１㎡、 

  ３８７番は、鬼木地内の農地１筆・６３２㎡、 

  ８ページをお願いします。 

  ３８８番は、北潟地内の農地１０筆・８，３２１㎡、 

  ３８９番は、荻堀地内の農地１筆・２，０７３㎡、 

  ３９０番は、笹岡地内の農地１筆・２，４３３㎡、 

  ３９１番は、帯織地内の農地１筆・２６４㎡、 

  ３９２番は、芹山地内外の農地計１１筆・２万３，５３４㎡、 

  ３９３番は、福島新田地内の農地２筆・５，２２２㎡、 



5 

 

  １０ページをお願いします。 

  ３９４番は、福島新田地内の農地１筆・２，９９９㎡、 

  ３９５番は、荻島地内の農地４筆・３，０７３㎡、 

  ３９６番は、栗林地内の農地２筆・１，９９８㎡、 

  ３９７番は、西裏館三丁目地内の農地１筆・９２２㎡、 

  ３９８番は、曲渕三丁目地内外の農地計１１筆・５，９９１．６６㎡、 

  ３９９番は、曲渕三丁目地内の農地２筆・１，９８６㎡、 

  ４００番は、吉田地内の農地５筆・６，５６４㎡、 

  １２ページをお願いします。 

  ４０１番は、蔵内地内の農地５筆・９３７㎡、 

  以上３３件は、相対で、新規に、それぞれ利用権設定をするものであります。 

  次の４０２番から２１ページの４３０番までの２９件は、「農地中間管理事業」に伴い、 

 公益財団法人「新潟県農林公社」が、新規に、利用権設定するものであります。 

  それでは、４０２番から、順に、ご説明をいたします。 

  ４０２番は、金子新田地内の農地４筆・７，００３㎡、 

  ４０３番は、月岡四丁目地内の農地６筆・２，０５９㎡、 

  ４０４番は、井栗一丁目地内の農地４筆・５，９３２㎡、 

  ４０５番は、金子新田地内の農地１筆・３，５２９㎡、 

  ４０６番は、金子新田地内の農地５筆・１万１，４６８㎡、 

  ４０７番は、金子新田地内の農地２筆・３，８６１㎡、 

  １４ページをお願いします。 

  ４０８番は、金子新田地内の農地１筆・１，４０２㎡、 

  ４０９番は、金子新田地内外の農地計７筆・２万０，６３５㎡、 

  ４１０番は、上保内地内の農地７筆・２，７８１㎡、 

  ４１１番は、上保内地内の農地５筆・１，６９７．３０㎡、 

  ４１２番は、代官島地内の農地５筆・４，０６４㎡、 

  ４１３番は、塚野目地内外の農地計１３筆・１万５，４９６㎡、 

  １６ページをお願いします。 

  ４１４番は、西本成寺二丁目地内外の農地計１０筆・１万４，０５４㎡、 

  ４１５番は、東鱈田地内の農地１０筆・１万３，１８８㎡、 

  ４１６番は、南入蔵地内の農地１筆・１，２２０㎡、 

  ４１７番は、柳沢地内外の農地計６筆・１，３４１㎡、 

  ４１８番は、吉田地内の農地３筆・２，９７３㎡、 

  １８ページをお願いします。 

  ４１９番は、吉田地内の農地２筆・５，９７７㎡、 

  ４２０番は、尾崎地内外の農地計４筆・８，９６２㎡、 
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  ４２１番は、鬼木地内の農地１６筆・２万１，４１１㎡、 

  ４２２番は、蔵内地内の農地１筆・４４２㎡、 

  ４２３番は、東光寺地内の農地７筆・１万５，９４５㎡、 

  ２０ページをお願いします。 

  ４２４番は、東光寺地内の農地６筆・１万６，４１９㎡、 

  ４２５番は、新堀地内の農地３筆・９，１１７㎡、 

  ４２６番は、新堀地内の農地５筆・５，０７０㎡、 

  ４２７番は、福島新田地内の農地３筆・１２６㎡、 

  ４２８番は、福島新田地内外の農地計３筆・３，９７５㎡、 

  ４２９番は、飯田地内の農地２筆・５，８９４㎡、 

  ４３０番は、飯田地内外の農地計３０筆・１万１，６２５．６５㎡、 

  以上、２９件は新潟県農林公社が、新規に、利用権を設定するものであります。 

  ２３ページをお願いします。 

  次の４３１番から７０ページの５６９番までの１３９件につきましては、再設定であ 

 りますので、説明を省略させていただきます。 

  続きまして、農地利用集積円滑化事業に係る案件につきまして、ご説明いたします。 

  ７１ページをお願いします。 

  今月の申請は、１件であります。 

  ７１７番の４は、東鱈田地内の農地１筆・２，９９９㎡につきましては、平成３０年 

 １２月総会におきまして、農地利用集積円滑化事業でご決定をいただきました案件につ 

 いて耕作者の変更がありましたので、改めてその残存期間について利用権設定するもの 

 です。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

それでは質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果を 

報告願います。第２調査部会長は、佐藤会長代理の隣に着席願います。４番、渡邊勝夫委 

員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 

  それでは、第２調査部会の調査結果について、ご報告いたします。 

  第２調査部会では、１２月２３日午前９時００分から厚生福祉会館第２集会室におき 

 まして、部会員と野﨑会長出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定をへて、午前１０時 

 ２７分に閉会いたしました。 
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  ただいま意見が求められております、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』 

 は、所有権移転５件、新規設定６２件、再設定１３９件、農地利用集積円滑化事業によ 

 る耕作者変更１件、合計件数２０７件、面積１３１万３，９９９．６０㎡で、書類審査 

 及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が、利用権設定をする案件以外の１７８ 

 件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に常時従事すると認められること 

 など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、また、新潟県農 

 林公社が利用権設定をする２９件につきましても、いずれも、農地中間管理事業を推進し、 

 農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることから、全件承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

質疑に入る前に休憩をいたします。しばらく休憩を取りたいと思いますので、休憩の間

事務局から発言の申し出がありますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

（午前１０時から午前１０時０２分まで休憩） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言願います。 

  なお、委員の質問等の発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから 

 発言をお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。 

  議第１号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「意義なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と 

 いたします。 

  事務局、説明願います。 
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事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明いたし 

 ます。 

  ７８ページをご覧願います。今月、意見を求められている案件は、 

  新規設定２０件、面積２１万７，６６６．９５㎡、 

  利用権移転１件、面積５，４８８㎡、 

  合計では、２１件・面積２２万３，１５４．９５㎡であります。 

  ７２ページにお戻りいただき、１番から順にご説明いたします。 

  なお、「議第２号参考」としまして、本年１２月１０日現在の「借受希望者リスト」を 

 送付させていただいておりますので、併せてご覧をいただきたいと思います。 

  それでは、配分計画（案）をご説明いたします。 

  一番左側の番号欄のカッコ内に記載しております番号は、先ほどご審議をいただきま 

 した、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。 

  なお、借り受け人、契約の種類、期間、及び１０ａ当り賃借料、受け人の状況につきま

しては、 

 記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  １番は、金子新田地内の農地４筆・７，００３㎡、 

  ２番は、月岡四丁目地内の農地６筆・２，０５９㎡、 

  ３番は、井栗一丁目地内の農地４筆・５，９３２㎡、 

  ４番は、東光寺地内外の農地計１９筆・４万６，０７５㎡、 

  ５番は、金子新田地内の農地５筆・１万２，８６７㎡、 

  ６番は、金子新田地内の農地２筆・２，９９９㎡、 

  ７番は、金子新田地内外の農地計６筆・１万１，４４０㎡、 

  ８番は、東鱈田地内外の農地計１６筆・３万３，１３３㎡、 

  ７４ページをお願いします。 

  ９番は、上保内地内の農地１２筆・４，４７８．３０㎡、 

  １０番は、代官島地内の農地５筆・４，０６４㎡、 

  １１番は、塚野目地内の農地５筆・５，３７３㎡、 

  １２番は、三貫地新田地内外の農地計８筆・１万０，１２３㎡、 

  １３番は、西本成寺二丁目地内外の農地計４筆・２，４５５㎡、 

  １４番は、東本成寺地内の農地１筆・１，０２４㎡、 

  １５番は、東鱈田地内の農地６筆・９，６４０㎡、 

  １６番は、柳沢地内外の農地計６筆・１，３４１㎡、 

  ７６ページをお願いします。 

  １７番は、鬼木地内の農地１６筆・２万１，４１１㎡、 
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  １８番は、蔵内地内の農地１筆・４４２㎡、 

  １９番は、福島新田地内外の農地計１４筆・１万８，２８８㎡、 

  ２０番は、飯田地内外の農地計３２筆・１万７，５１９．６５㎡、 

  以上、２０件は、それぞれ、記載の借り受け人に、新規に、貸し付けをしたいとするも 

のでございます。 

  続きまして、利用権移転の案件につきまして、ご説明いたします。 

  ２１番は、平成２８年１月の総会におきまして、異議ないものとして、県公告がされま 

 した利用配分計画のうち、記載の笹巻地内の農地２筆・５，４８８㎡について、耕作者の 

 変更がありましたので、その残存期間について利用権移転をするものであります。 

  以上、１件は、記載の借り受け人に、利用権移転をしたいとするものでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結 

 果を報告願います。 

  ４番、渡邊勝夫委員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 

  議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定２０件、利 

 用権移転１件、合計件数２１件、面積２２万３，１５４．９５㎡で、農用地の利用の効率 

 化及び高度化の促進を図る観点から、全件、異議ないものと認めるという意見であります。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りいたします。 

  議第２号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、「農用地 
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 の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認める。」ことで答申し 

 ます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題と 

 いたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明いた 

 します。 

  ８０ページをご覧願います。 

  今月の申請は５件で、合計面積１万０，８９１．３０㎡であります。 

  ７９ページにお戻りをお願いします。 

  ４８番は、鶴田一丁目地内の農地５筆・７，０５６㎡を、譲り受け人が、経営規模の拡 

 大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当り◯◯◯円であ 

 ります。 

  ４９番は、鶴田四丁目地内外の農地計６筆・１，８７２．３０㎡を、譲り受け人が、経 

 営規模の拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当り約◯

◯◯円であります。 

  ５０番は、上保内地内の農地３筆・６２９㎡を、譲り受け人が、経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当り◯◯◯円であります。 

  ８０ページをお願いします。 

  ５１番は、九之曽根地内の農地２筆・１，１８６㎡を、譲り受け人が、経営規模の拡大

を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当り◯◯◯円でありま

す。 

  ５２番は、如法寺地内の農地１筆・１４８㎡を、譲り受け人が、経営規模の拡大を図る

ため、贈与により取得するものであります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

  ４番、渡邊勝夫委員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 
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  議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの４ 

 件、贈与によるもの１件、合計件数５件、面積１万０，８９１．３０㎡で、書類審査及び

現地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積や、機械、労働力、技術、下限

面積などの許可要件をすべて満たしており、全件許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは質疑に入ります。ご発言のある方ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

  議第３号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局長（清水事務局長） 

  それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明いたします。 

  ８１ページをご覧願います。今月の申請は２件で、合計面積２７５㎡であります。 

  １７番は、柳川新田地内の農地１筆・１８４㎡を、次の１８番柳川新田地内の農地１筆・ 

 ９１㎡と合わせ、売買により取得し、東側既存雑種地３８㎡と一体利用し、駐車場７台及 

 び雪捨て場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は１㎡当たり約◯◯◯円

であります。場所につきましては、旭小学校北西３５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区

域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  なお、本申請につきましては、議第６号の９４番で、農地法第５条の許可申請がなされ 

 ております。 

  １８番は、今ほど１７番でご説明したとおりでございます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

  ４番、渡邊勝夫委員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 

  議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数２件、面積２７５㎡で、書類審査 

 及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、全件承認 

 相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。 

  議第４号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第４条１項の規定による許可申請に対する意見について』 

 を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

 て』ご説明いたします。 

  ８２ページをご覧願います。今月の申請は、１件で面積３７３㎡であります。 

  ９番は、本年７月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、やむを得 
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 ないものとして認めた案件であります。 

  島川原地内の農地２筆・３７３㎡を、住宅１棟の用地として利用したいものです。場所 

 につきましては、白山橋北東５５０㎡付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であるこ 

 とから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは本件ついても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

  ４番、渡邊勝夫委員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 

  議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合計 

 件数１件、面積３７３㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及 

 び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。 

  なお、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断しました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。 

議第５号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議

ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、許可をすることといたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

 て』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 
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事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』 

 ご説明いたします。 

  ８６ページをご覧願います。今月の申請は１２件で、合計面積１万１，１２５．３０㎡ 

 であります。 

  ８３ページにお戻りをお願いします。 

  ９４番は、先ほど、ご審議をいただきました、議第４号『事業計画変更申請について』 

 の１７番及び１８番で、ご説明させていただいた内容と同じでございますので、説明は省 

 略させていただきます。 

  ９５番は直江町四丁目地内の農地１筆２３２㎡を、売買により取得し、駐車場５台の 

 用地として利用したいものです。土地の売買価格は１㎡当り約◯◯◯円であります。場 

 所につきましては、国道８号直江町三丁目交差点西側２００ｍ付近で、都市計画用途地域 

 の工業地域内の農地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ９６番は、曲渕二丁目地内の農地３筆１，８８６㎡を、売買により取得し、共同住宅 

 ２棟及び駐車場３６台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は１㎡当り約 

 ◯◯◯円であります。場所につきましては、田島橋南詰交差点東側５００ｍ付近で、都 

 市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であることから、農用地区分は、第３ 

 種農地と判断されます。 

  ８４ページをお願いします。 

  ９７番は、曲渕三丁目地内の農地１３筆３，８９５．３０㎡を、売買により取得し、 

 宅地分譲地１６区画、道路、公園及び調整池等の用地として利用したいものです。土地の 

 売買価格は１㎡当り約○○○円であります。場所につきましては、田島橋南詰交差点南 

 側３５０ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であることか 

 ら、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ９８番は、塚野目六丁目地内の農地１筆１７７㎡を、使用貸借権の設定により、東側 

 既存雑種地２６㎡と一体利用し、住宅１棟の用地として利用したいものです。場所につき 

 ましては、三条総合病院東側４５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であるこ 

 とから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ９９番は、塚野目六丁目地内の農地１筆２７㎡を、売買により取得し、カーポート１棟 

 の用地として利用したいものです。土地の売買価格は１㎡当り約◯◯◯円であります。 

 場所につきましては、三条総合病院東側４５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農 

 地であることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  １００番は、西大崎一丁目地内の農地２筆１，８５２㎡を、売買により取得し、共同住 

 宅２棟、駐車場３６台及び駐輪場１棟の用地として利用したいものです。 

 土地の売買価格は１㎡当たり約◯◯◯円であります。場所につきましては、ひまわり保 
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 育園東側３００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、 

 農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  １０１番は、月岡二丁目地内の農地２筆５１９㎡を、使用貸借権の設定により、住宅１ 

 棟、車庫１棟及び駐車場４台の用地として利用したいものです。場所につきましては、聖 

 母こども園北側２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地 

 であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  １０２番は、猪子場新田地内の農地２筆９２３㎡を、賃貸借権の設定により、農機具格 

 納庫２棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、三条市清掃センター北 

 西４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３ 

 種農地と判断されます。 

  １０３番は、本年７月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、やむ 

 を得ないものとして認めた案件であります。 

  荻堀地内の農地１筆２４㎡を、交換により取得し、北側既存宅地５１６．４６㎡と一体 

 利用し、店舗併用住宅１棟及び駐車場７台の用地として利用したいものです。場所につき 

 ましては、三条市役所下田庁舎北側２５０ｍ付近で、３００ｍ以内に市役所がある農地で 

 あることから、農用地区分は、第３種農地と判断されます。 

  ８６ページをお願いいたします。 

  １０４番は、本年７月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、やむ 

 を得ないものとして認めた案件であります。 

  上大浦地内の農地１筆２７５㎡を、使用貸借権の設定により、住宅１棟及び農機具格納 

 庫１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、国道２９０号、高屋敷交 

 差点北西４００ｍ付近で、１０ヘクタール以上の集団の農地であることから、農用地区分 

 は、第１種農地と判断されます。 

  なお、転用目的が、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置さ 

 れるものであることから、第１種農地の不許可の例外に該当されるものと判断されます。 

  １０５番は、本年７月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、やむ 

 を得ないものとして認めた案件であります。 

  牛野尾地内の農地５筆１，０４０㎡を、贈与により取得し、駐車場２０台の用地とし 

 て利用したいものです。場所につきましては、三条地域水道用水供給企業団南西７５０ｍ 

 付近で、中山間地域に位置する小集団の生産性の低い農地であることから、農用地区分は、 

 第２種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 
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  ４番、渡邊勝夫委員。 

 

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員） 

  議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合計 

 件数１２件、面積１万１，１２５．３０㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を 

 受け、いずれも立地基準及び一般基準をみたしており、全件許可相当といたしました。 

  なお、９７番を除き新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断いたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

それでは、質疑に入ります。 

  ご発言のある方、ご発言を願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。 

  議第６号につきましては、ただ今調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議 

 ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、９４番から９６番及び、９８番から１０５番の案件、 

 合計１１件については許可することとし、９７番の案件については、新潟県農業会議へ諮 

 し、答申があった後に許可と致します。 

  第２調査部会長は自席へお戻り願います。 

 

議長（野﨑会長） 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

  報第１号につきましては、ただ今、議事の中で報告頂いておりますので、省略を 

 いたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、「報第２号」から「報第６号」まで、続けて事務局より報告願います。 

 

事務局（清水事務局長） 
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  （別添報告書より説明） 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言頂きたいと思います。 

  ３番、小川委員。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  ３番、小川でございます。 

  報第３号のところで、９３ページの解約理由のところで契約方法変更のためというの

は、どのようなことか教えていただけないでしょうか。 

 

議長（野﨑会長） 

  事務局。 

 

事務局（清水事務局長） 

  これにつきましては、基本的に農地中間管理事業を使いたいという事で、今までの農 

 用地利用集積計画、要は基盤強化促進法に基づく貸し借りではなく、農地中間管理機構に 

 一度貸し付けて、それを今度借りたいということで契約変更でございますので、よろしく 

 お願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  よろしいですか。 

 

３番（小川弘樹委員） 

  はい。 

 

議長（野﨑会長） 

  他にございませんか。 

 

議長（野﨑会長） 

  ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  しばらく休憩に入りたいと思います。 
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（午前１０時３０分から１０時３２分まで休憩） 

 

議長（野﨑会長） 

  会議を再開いたします。 

  農政対策部会の開催案内をお願いいたします。 

  農政対策部会長、１０番、原田勝委員。 

 

１０番（原田勝委員） 

  １０番、原田です。 

  農政対策部会では、１月２０日午後１時３０分から厚生会館第２集会室で会議を 

 開催いたします。関係委員は出席をお願いします。 

  なお、案件につきましては、１９日に開催しました農政対策部会に引き続きまして 

 「令和２年度農作業賃金・機械作業料金について」等でございます。以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 

  第３調査部会長、２番、阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

  来月は、第３調査部会の当番でございます。１月２４日午前９時００分から厚生会館第 

 ２集会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

 

議長（野﨑会長） 

  なお、来月の総会は３１日午前９時３０分開会を予定しております。 

  また、当日は午後６時から、餞心亭「おゝ乃」におきまして新年会を開催しますのでご 

 出席をお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、長時間にわたってご審議を頂きまして、ありがとうございました。 

  以上をもちまして、定例総会を閉会いたします。 

午前１０時３４分閉会 
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